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平成２６年１１月１０日  

─────────────────────────────────────────────── 

議事日程 

第 １  会期の決定 

 

第 ２  会議録署名議員の指名 

 

第 ３  管理者発言 

 

第 ４  報告第 ２号 資金不足比率の報告について 

 

第 ５  議案第 ８号 平成２６年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計補正 

            予算（第２号）について 

第 ６  議案第 ９号 平成２５年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計決算 

            認定について 

第 ７  議案第１０号 平成２５年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設 

            事業会計決算認定について 

 

─────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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開会のあいさつ 

議長（隅田川徳一君）  本日、平成２６年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例

会が招集されましたところ、議員各位におかれましては、時節柄大変お忙しい

ところ、ご出席をいただきまして開会できますことを心から感謝申し上げる次

第でございます。 

      さて、今期定例会に提案されますものは、報告１件と平成２５年度病院事業

会計決算認定ほか２案件でございます。慎重ご審議いただきまして、議会とし

ての意思決定をお願い申し上げます。 

      なお、議事運営等まことにふなれな私でございますが、誠心誠意努力いたす

所存でございますので、議員各位の絶大なるご支援とご協力を切にお願い申し

上げまして、まことに簡単でございますが、開会の挨拶といたします。 

      議事日程につきましては、皆様のお手元に配付してありますので、よろしく

お願いいたします。 

     ───────────────────────────────────── 

開会及び開議 

 午後１時３０分開会 

議長（隅田川徳一君）  出席議員定足数に達しましたので、議会は成立いたします。 

      ただいまから、平成２６年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を

開会いたします。 

     ───────────────────────────────────── 

第１ 会期の決定 

議長（隅田川徳一君）  日程第１、会期の決定を議題といたします。 

      お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。今期定例会の会期は本日１日と決定い

たしました。 

     ───────────────────────────────────── 

第２ 会議録署名議員の指名 

議長（隅田川徳一君）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、議長において指名いた

します。１番、神田和生君、１６番、今井憲治君を指名いたします。 

     ───────────────────────────────────── 

第３ 管理者発言 

議長（隅田川徳一君）  日程第３、管理者発言であります。管理者。 

管理者（新井利明君）  開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 
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      平成２６年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位にはご多忙の中、ご出席をいただきまして、まことにあり

がとうございます。 

      平成２６年度も既に半年が経過したところですが、病院事業につきましては、

ほぼ昨年同様に推移しております。 

      しかしながら、本年４月の診療報酬改定は実質的にマイナス改定となってお

り、より一層、経営基盤の安定に努めていかなければなりません。 

      このような中、病院事業のさらなる質の向上と効率的な運営を図るため、さ

きの臨時議会において新入院棟建設工事の予算議決をいただきました。 

      その後、設計施工一体型のデザインビルド方式にて入札事務を進めてまいり

ましたが、過日の議員説明会にてご報告申し上げたとおり、この入札が不成立

となり、議員各位には大変ご心配をおかけいたしました。この場をおかりいた

しましておわび申し上げます。 

      なお、今後の対応につきましては、本議会後に設計と施工を分離し、まず実

施設計に取り組みます。この中で、現在の仕様等の再検討を行い、実現可能な

建設工事の予算を決定した後に、一般競争入札にて早期の工事着手を行いたい

と考えております。関係各位のご理解、ご協力を心からお願い申し上げます。 

      さて、本議会に提案いたします案件は、報告１件、組合各事業の平成２５年

度決算等の議案３件の審議及び決定をお願いするものであります。 

      いずれも重要案件でございますので、慎重審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げまして、簡単ですが、開会の挨拶とさせていただきます。 

      よろしくお願い申し上げます。 

     ───────────────────────────────────── 

第４ 報告第２号 

議長（隅田川徳一君）  日程第４、報告第２号、資金不足比率の報告についてを議題と

いたします。 

      提案理由の説明を求めます。経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  それでは、報告第２号、資金不足比率の報告につきまし

て、ご説明申し上げます。 

      地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定によりまし

て、去る８月２１日、小手澤、高桑両監査委員の審査をいただきましたので、

ご報告を申し上げます。 

      まず、病院事業会計の資金不足比率でございますが、流動資産が６３億

９，３４１万円、流動負債が７億９，０９０万２，０００円、差し引き剰余金

が５６億２５０万８，０００円となっておりまして、資金不足額が生じていな

いため、資金不足比率が算定されておりません。 
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      次に、介護老人保健施設事業会計の資金不足比率でございますが、流動資産

が９，０３９万１，０００円、流動負債が１，１５９万円、差し引き剰余金が

７，８８０万１，０００円となっておりまして、資金不足額が生じていないた

め、資金不足比率が算定されておりません。 

      今後も資金不足額が生じないよう健全な経営を目指して努力していきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  資金不足比率審査意見の報告を求めます。監査委員。 

監査委員（小手澤 治君）  監査委員の小手澤でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

      平成２５年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計及び介護老人保健

施設事業会計の資金不足比率につきまして、審査の結果を監査委員を代表して

報告申し上げます。 

      去る８月２１日、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項

の規定に基づき、管理者より審査に付された平成２５年度資金不足比率につき

まして審査を行った結果、地方公共団体の財政の健全化に関する法律及び関係

法令の定めるところにより算出されており、算定の基礎となった数値は正確で

あり、両事業とも資金の不足はなく、資金不足比率は算出されませんでした。 

      以上、まことに簡単ではございますが、審査の報告とさせていただきます。 

議長（隅田川徳一君）  審査意見の報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      以上で、報告第２号については報告を終わります。 

     ───────────────────────────────────── 

第５ 議案第８号 

議長（隅田川徳一君）  日程第５、議案第８号、平成２６年度多野藤岡医療事務市町村

組合立病院事業会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第８号、平成２６年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院

事業会計補正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。 

      平成２６年第２回臨時会において、新入院棟建設工事の予算を可決いただき

工事発注に向け事務を進めてまいりましたが、残念ながら入札が不成立となっ

てしまいました。このため、発注方法を変更し、建設関係予算を補正するとと
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もに、故障により急遽購入が必要となった医療機器等の必要額を計上するもの

であります。 

      今回の補正は、収益的支出で消費税の費用化により雑支出を増減額等するほ

か、資本的収入で企業債の減、補助金の増により１億８，３９６万９，０００

円減額、資本的支出では病院・外来センターで建設改良費をそれぞれ９，６１５

万５，０００円減額、６，０００万円増額するものであります。 

      また、債務負担行為、起債限度額においては、発注方式の変更等により、所

要措置を講じるものであります。 

      以上、まことに簡単でありますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

      慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

      なお、詳細につきましては、経営管理部長より説明させますので、よろしく

お願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  それでは、詳細についてご説明申し上げます。 

      今回の補正の主なものにつきましては、新入院棟建設工事に係る入札方式を

デザインビルド方式から設計施工分離方式に変更することによるものでござい

ます。 

      議案資料といたしまして、前回の補正予算の内容と今回の補正予算の内容を

比較資料として示してございます。参考にしていただきながら議案に沿って説

明申し上げます。 

      まず、第２条で示してありますとおり、第１款病院事業費用につきましては

７００万円の減額補正でございます。内容につきましては、第２項医業外費用

で、工事費の減額に伴い消費税の雑支出化の減により７００万円の減額補正を

計上するものでございます。 

      第２款附属外来センター事業費用につきましては、４００万円の増額補正で

ございます。内容につきましては、第２項医業外費用で、医療機器の購入によ

る消費税の雑支出化の増によりまして４００万円の増額補正を計上するもので

ございます。 

      第３款訪問看護事業費用につきましては、６６３万６，０００円の増額補正

でございます。内容につきましては、第１項医業費用で、看護師１名の増員に

より給与費６６３万６，０００円の増額補正を計上するものでございます。 

      次に、第３条の資本的収入及び支出では、第１款公立藤岡総合病院資本的収

入で１億８，３９６万９，０００円の減額補正でございます。内容でございま

すが、第２項企業債で、工事費の減額に伴い、企業債１億８，５２０万円の減

額補正、第３項補助金では、新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事

業補助金の内示によりまして、１２３万１，０００円の増額補正を計上するも
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のでございます。 

      資本的支出では、第１款公立藤岡総合病院資本的支出におきまして、９，６１５

万５，０００円の減額補正でございます。内容でございますが、第１項建設改

良費で、手術室に設置してございます過酸化水素低温滅菌装置、これが故障し、

更新するもののほか、手術機器の整備費の機械器具購入費４，０００万円の増

額、新入院棟工事費では、新入院棟建設事業実施設計費といたしまして契約時

期の変更により１，２４７万４，０００円の減額補正、発注方式の変更により

まして設計監修費が不要となりましたので、１，２２４万７，０００円の減額

補正、駐車場用地取得に伴いまして、その調査費として２，１３６万６，０００

円の増額補正、工事請負費では発注方式の変更によるものでございますが、本

体工事を含めまして当初１億７，２８０万円を見込んでおりましたが、本体工

事がなくなりましたので１億３，２８０万円の減額補正を計上するものでござ

います。これらを合わせ差し引き９，６１５万５，０００円の減額補正となり

ます。 

      第２款附属外来センター資本的支出におきましては、６，０００万円の増額

補正でございます。 

      内容でございますが、第１項建設改良費では、外来センター開院当初に納入

いたしました検査機器及び放射線機器が故障したため６，０００万円の増額補

正を計上するものでございます。 

      第４条の債務負担行為についてでございますが、医師及び看護師を初めとす

る医療スタッフを確保する目的といたしまして、院内保育所を平成２７年度よ

り開設をしたいというふうに考えております。その準備を進めるための債務負

担行為限度額７，２００万円の追加でございます。また、発注方式の変更に

よりまして、実施設計の２カ年の契約を行うための債務負担行為限度額１億

２，９００万円を追加するものでございます。 

      また、平成２６年度より工事請負契約の締結が必要でなくなったために、新

入院棟建設工事、設計監修業務委託につきましては廃止をさせていただくもの

でございます。 

      第５条の起債限度額でございますが、新入院棟建設工事についてでございま

す。今年度、建設工事の発注がなくなりましたので、当初の６億２，２６０万

円から医療機器整備費４億円、実施設計費３，７４０万円、合計４億３，７４０

万円に変更するものでございます。 

      以上、簡単ではございますが、詳細説明とさせていただきます。 

      慎重ご審議いただきましてご決定いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

議長（隅田川徳一君）  提案理由の説明が終わりました。 
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      これより質疑に入ります。ご質疑願います。佐藤淳君。 

議員（佐藤 淳君）  補正２号なんですけれども、いただいた議案の資料のほうがわか

りやすいので、これに基づいて何点か質問させていただきますが、まずデザイ

ンビルド方式が不成立になった件について、説明会でいろいろと指摘はさせて

いただいたんですけれども、改めてお伺いいたしますが、このデザインビルド

方式が不成立になった主な要因を皆さんはどのようにお考えなんでしょうか。 

      それから、設計施工分離で発注するんだということなんですけれども、それ

に伴って実施設計の委託料、今年度に３，７４２万２，０００円、来年度１億

２，８８９万８，０００円の予算が計上されるんですけれども、デザインビル

ド方式だということになると、結果、建築屋さんがいろいろな提案をして、皆

さんと調整しながらということになるんでしょうけれども、今度はそういうこ

とではなくて、実施設計、いわゆる設計事務所がその細かな部分まできちんと

チェックをしていくんだということになると、設計事務所と皆さんの間で、き

ちんとこれから細かなところを詰めていかなくちゃならないと思うので、それ

に伴って病院側はどういう基本的なスタンスでこの実施設計に設計事務所と一

緒になって臨むんでしょうか。この点についてお伺いいたします。 

      それから、敷地外駐車場、先ほどの説明で調査費というふうなお話だったん

ですけれども、２，１３６万６，０００円。聞くところによると、藤岡市の土

地開発公社が動いているような話も聞くんですけれども、具体的に場所、それ

から面積、そして駐車可能な台数、これについてお示しをいただきたいと思い

ます。そのことによって全体が何台の駐車スペースが確保できて、その中でき

ちんとその需要に対応できるんだという根拠をお示しください。 

      それから、過日の説明会が終わった後に、私、事務方のほうへ行ったんです

けれども、当然この組合の契約規則があるわけですね。藤岡市の契約規則でデ

ザインビルド方式、この入札をしようとしたんだということなんですけれども、

当然のことながら、この病院が発注する仕事ですから、病院の規則でやるのが

当たり前の話だということを指摘させていただいたんですが、聞くところによ

ると、規則を廃止するんだと。病院の規則を廃止して、藤岡市の規則に準じて

やるというふうなお話も伺っているんですけれども、その辺についてはどうい

う対応になるんでしょうか。 

議長（隅田川徳一君）  企画財政課長。 

企画財政課長（高柳和浩君）  それでは、私のほうから、まずデザインビルド不成立の

主な要因というところからお答えさせていただきます。 

      今回のデザインビルドにつきましては、詳しくは、それぞれの会社等に当た

っているわけではないんですけれども、価格面、こういったものが一番大きな

要因として今回の入札が不成立、辞退ということにつながっていったのかなと
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いうふうに考えております。 

      それから、分離発注、実施設計に当たって、病院側としてはどんなスタンス

でということですけれども、現在、デザインビルドが不成立になった基本設計

時点での事業費というのは９８億円程度でまとまっております。これから実施

設計に移っていく中で、今、価格のほうでというようなお話をさせていただき

ましたけれども、できるだけ基本設計でまとめたこの事業費、こちらから大き

く逸脱しないような価格で設計をまとめていければなというふうに考えており

ます。 

      それから、駐車場の件でありますけれども、今、この駐車場の確保について

は、藤岡市の土地開発公社へ委託をしまして、交渉等に当たっております。今

までに地権者の方を集めて２回ほど説明会をさせていただいております。具体

的な場所についてですけれども、この外来センターの敷地の東側、そこに歯

医者さんがありますけれども、その歯医者さんの東側の周辺の土地、約１万

６，０００平米になりますけれども、この土地を確保する予定であります。 

      それで、駐車台数についてなんですが、この駐車台数につきましては、現在、

工事を進めておりますけれども、こちらのほうで約二百数十台分の駐車場がな

くなる見込みであります。それで、実際にこちらのほうへ入院棟等が移ってま

いりますと、こちらで約９００台程度の駐車場が必要になるかと思います。そ

れで、１万６，０００平米の土地を確保いたしますと、およそ１台当たり、普

通に計算しますと、２５平米程度というのが１台当たりの駐車台数なんですけ

れども、ちょっと土地の形が不整形なものですから、１台当たり約３０平米で

計算しますと、約五百数十台、確保できることになります。不足する台数は大

体５００台程度というふうに考えておりますので、１万６，０００平米確保す

ることで、最終的に足りるのかなと考えております。 

      以上であります。 

議長（隅田川徳一君）  総務課長。 

総務課長（島﨑 泰君）  ４つ目の質問の当組合の契約規則の取り扱いの関係でお答え

をさせていただきます。 

      今現在、組合のほうで考えておりますのは、今の契約規則につきましては、

昭和６０年に制定になっております。その後、見直し等、適宜する必要があっ

たわけですけれども、それがなされておりません。それを現状に合った形の中

で規則改正をしたいということで考えております。 

      先ほど議員さんがお話ししたような規則の廃止ではなく、現状の制度に合っ

た形の規則改正を行うということで今、事務を進めております。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  佐藤淳君。 
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議員（佐藤 淳君）  まず、不成立になった主な原因は、いわゆる価格が折り合わなか

ったんだと。予定価格９７億円でしたっけ。価格が折り合わなかったというん

ですけれども、この議案の資料を見る限りでは、７月の補正と今回の１１月補

正、設計施工分離型にしても、全体の数字は６，０００万円ほどしか変わって

いないんですよね。これ希望的な観測だということなんですか。ほぼこれでい

けるだろうというふうに、そういった根拠に基づいて資料として提出してくれ

たものじゃないということなんでしょうかね。 

      デザインビルドでやっても、いわゆる設計施工分離型でやっても、おおむね 

６，０００万円ぐらいしか差異がない。この中には誘致取得業務委託料として

２，１００万円あったりしますから、さほど設計等、工事そのものの数字は変

わらないと思うんだけれども、この整合性はどういうふうに説明してくれるん

ですか。その辺、いま一度わかりやすく説明してください。 

      それから、駐車場の件は、台数については、皆さんのほうがきちんと計算し

ているということなんだから、それでいいんでしょうけれども、私は早くから

この辺の農地については、非常に優良農地なので、この病院が進出すること、

あるいはこの裏にある学校がこの地に進出するときに、農政といろいろな調整

をしてきたわけですよね。したがって、今回もまたそういう調整が必要なんで

しょうから、早くこの件については、きちんとした調整、いろいろなところと

調整を早目にしてくださいということなんですけれども、私はこの皆さんのと

ころでは、その土地はこの地元の農業法人と賃貸契約を結ばれていて、どうも

これがすぐスムーズに解除してもらえるのかというふうな問題もあるやに聞い

ています。 

      調査費は、さっきの説明では、経営管理部長、調査費と言いましたよね。そ

うすると、２７年、２８年、用地の取得費だとか、そういったものはどこでど

ういうふうに計上されてくるんでしょうか。この２，１３６万６，０００円の

調査費の詳細についてお示しください。 

      それから、その規則の関係なんですけれども、どこがどういうふうに不備な

んでしょうかね。おおむねここの組合の規則と藤岡市の契約規則をきちんと読

んで読み取れる部分とさほど大きな差異はないんです。基本的な部分はみんな

同じと考えます。 

      私が聞いた話では、この規則の廃止というか、この契約規則を全部白紙に戻

して、いわゆる藤岡市の契約規則に準ずるというふうに非常に極めて短い規則

というふうな、そういうニュアンスでいたんですけれども、そうなると、おお

むね直すといっても、藤岡市の契約規則を参考にして全部やっていくというこ

とになるんですか。だから、どこがどういうふうに不備なんだか、今の病院の

この規則で、どこがどういうふうに不備。したがって、入札の執行に支障があ
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るから、ここを直すんだというふうに具体的に説明をしていただけませんか。 

      それから、今後のスケジュールはどうなるんでしょうか。実施設計が今年度

に３，７４２万２，０００円ですよ。来年度のほうがずっと多い、１億２，８８９

万８，０００円。そうすると、基本的には、その辺の詳細な設計ができなけれ

ば、予定価格が設定できないと思う。そして、これいつ入札するんでしょうか。

いつ着工するんでしょうか。いつ仕上がるんでしょうか。この辺についてどの

ようなお考えでやっているのか、あわせてその点についてもお示しください。 

      それから、次に、設計施工分離型で発注するんですよね。これは一般競争入

札で発注するんでしょうか。それとも、指名競争入札で発注するんでしょうか。 

      それから、もう１点は、この発注に際して、最低制限価格の設定はするんで

しょうか。それについてお答えください。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  お答えいたします。 

      まず、議員さんからのご質問の第１点目、建設費についてでございますが、

こちらのほうにお示しさせていただきましたのは、基本的には現状の予算を変

えないでやっていこうというスタンスでおります。 

      先ほど入札の不成立の要因というのは、金額の折り合いがつかなかったとい

うところも一因であると思われます。ただし、やはり金額を実勢価格に当然合

わせるわけなんですが、今後の病院の運営や構成市町村の財政の問題等も考え

て、今後、この実施設計をやっていく中に、効率的な工法を取り入れたり、あ

るいは材料を工夫しながら、例えば同等品の採用とか、そういったものを使っ

たりとか、また、外来センターの既存の施設及び設備を再度見直して使用して

いくとか、そういったいろいろな工夫をしながら金額を抑えていくという形で

考えております。 

      したがいまして、結果的に金額が上がってしまうケースもあると思いますけ

れども、あくまでも今の現状の予算を基本として、なるべく努力していきたい

というふうに思っております。 

      ただし、先日、前橋日赤の新聞報道もありましたように、面積を減らすとか、

あるいは病床数を減らすとかということは、今のところ考えておりません。以

前の説明会のときに申し上げましたように、基本計画から基本設計に至った中

で約１０％のダウンサイジングを行なっています。病床数については、地元の

医師会の先生方の要望もありまして、病床数については確保してほしいという

ことでございますので、そこのところは確保して、様々な工夫をして予算計上

していきたいというふうに考えております。 

      それから、建設に関しては、一般競争入札にするのか、指名競争入札にする

のかというご質問でありましたが、管理者のほうからもあいさつの中で触れま
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したように、建設工事については、一般競争入札で行うということでいきたい

と思っております。 

      以上でございます。 

議長（隅田川徳一君）  企画財政課長。 

企画財政課長（高柳和浩君）  それでは、私のほうからは、土地の関係の調査費の中身

等についてまずお答えさせていただきます。 

      今回の調査費ということなんですけれども、土地開発公社で事業を進めてい

ますけれども、この中では、土地収用法の事業認定を得ようということで、そ

の申請書の作成等にかかわる業務を行っております。当然この中で、土地の価

格等を鑑定しなければならないので、不動産の鑑定等がございますけれども、

それらの業務で２，０８４万５，０００円、それから土地開発公社に委託して

おりますので、そちらの事務手数料等で５２万１，０００円、合計で２，１３６

万６，０００円というような額を計上させていただいております。 

      それから、建設についての今後のスケジュールですけれども、今回、この議

会で予算を可決いただければ、すぐに実施設計に入っていきたいと考えており

ます。 

      実施設計にかかる時間なんですが、およそ１２カ月というふうに、聞いてお

ります。約１年の期間がございますので、来年の今ごろまで実施設計の期間が

とれるのではないかというふうに思います。 

      その後、入札に移りまして、できれば、その次の年、２８年１月、あるいは

２月には建設工事の入札をして契約に移っていければというふうに考えており

ます。その後、入院棟の建設工事については、約２０カ月ほどの工期を考えて

おりますので、２９年９月ぐらいまでには何とか新入院棟の工事を竣工したい

というふうに考えておりまして、その後準備期間を経て、できれば１０月ぐら

いには新病院をオープンしたいと考えております。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  総務課長。 

総務課長（島﨑 泰君）  契約規則についてお答え申し上げます。 

      現状の当組合の契約規則につきましては、地方自治法に基づきまして、一般

競争入札、指名競争入札、随意契約の３種類の契約方法を定めております。 

      具体的な改正の内容につきましては、現状の規則をもとに部分的な改正を考

えております。 

      そうした中で、具体的にどこがまずいんだということでございますが、現在、

指名競争入札につきましては、希望者の申請に基づきまして、資格者名簿の作

成ということでうたわれております。 

      そうした中で、工事等につきましては、その資格者名簿の有効期間について
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は１年、その他につきましては２年ということで、１年と２年ということでば

らばらになってございます。 

      実際、当組合につきましては、工事等の発注件数とその他、物品等の購入に

なりますが、そちらと比較しまして大きな差がございます。そうした意味で、

今現在考えておりますのは、資格者名簿の有効期間を２年ということで統一を

していきたいと。それと、今回のような大規模発注の際に、実際９社を指名さ

せていただいたわけですが、うち２社しか登録がございませんでした。そうし

た中で、管理者決裁をいただき藤岡市のほうへ委託をさせていただきました。

今後のこともありますのでこの規則改正をする際に、文章化をしていきたいと

いうことで考えております。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  最低制限価格についてでございますが、まだ確定してお

りません。今後、十分検討させていただきまして、決めていきたいというふう

に考えております。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  佐藤淳君。 

議員（佐藤 淳君）  スケジュールのほうについてはおおむね了解いたしました。 

      規則の部分については、何度も言うようですけれども、そんなに大きな差異

はないんですよ。皆さん、このことをきちんと、自分のところの組合にも、そ

ういった規則があるんだということを認識していれば、デザインビルドも、聞

くところによると、資格要件３００床以上の免震という資格要件を設定したに

もかかわらず、それに該当しない業者さんが入っていたという話もありますよ。 

      よく皆さんもしっかりと自分のところの規則をまず見直してみて、そして必

要であれば改正してもらうことについてはやぶさかではありませんけれども、

まずきちんと見直してみてください。 

      それから、入札の関係なんですけれども、いわゆる不成立の原因は価格でと

いうことなんですよね。上毛新聞にもそういう記事が出て、何を根拠にそうい

うことを言っているのか私には全く理解できない。９社指名して、予定価格を

示され、最初に何社かおりていった、６社については価格すら知らされていな

いでしょう。価格が知らされる前に辞退している。価格が知らされたのは３社

なわけだ。そのうちの２社がおりて１社しか残らないから不成立ということ。

じゃ、この１社は、この価格でやったんですか。やる意思があったということ

なんでしょう。 

      最初に辞退した６社が、価格が示されていないのに辞退した。何を根拠に価

格が折り合わなかったということになるんですか。もう少しきちんと理屈の合
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った説明してくれませんか。 

      それから、一般競争入札にしてもらうということなので、これは非常にいい

ことなんだと思うんですね。最低制限価格を設けるか設けないかということに

ついては明確に答弁していただけない。いろいろな意味で、価格をできるだけ

抑えましょう。当初の予定に近いところで抑えましょうということになれば、

当然一般競争入札。価格をできるだけ抑えるような入札にしましょうというの

であれば、最低制限価格を設ける必要はないんです。 

      そもそもこれだけの金額、この規模の事業、この種の事業で最低制限価格を

設ける理由は、私はどこにもないと思います。まさか１００億円の事業を１億

円でやりますという会社は出てこないでしょう。あり得ない話ですから。消耗

品の入札や何かと違うんです。３万円のものを１０円で入札しましょうという

のとわけが違いますから。構成する市町村も、財政的に非常に厳しい部分もあ

る。そういう中で、当初の予定よりも２０億円も３０億円も上乗せされた数字

で事業実施するということになれば、できるだけ価格が抑えられるようないろ

いろな手法を駆使してやるのが皆さん方の責任じゃありませんか。そういう意

味で、ぜひ最低制限価格などというものは設けないで、できるだけ透明に近い

形でやっていただきたいと思います。 

      説明会のときにも申し上げたように、今日まで大勢の人がこの問題にかかわ

ってきた。今だって、院長先生を初めとして、皆さんかかわっているじゃない

ですか。やっとここまできた。だから、何とか大勢の人が、だれが見ても、こ

のやり方で正しかったんだよねというやり方でやってくれるようにお願いをし

て、質問を終わります。 

議長（隅田川徳一君）  他にご意見はありませんか。冬木一俊君。 

議員（冬木一俊君）  議案第８号、平成２６年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事

業会計補正予算第２号について質問させていただきますが、先ほど前任の質問

の議員が質問して、答弁を聞いていました。 

      説明会のときにもお話をさせていただきましたが、最初からデザインビルド

の方式だと無理があったんじゃないかなということで、冒頭、管理者のほうで

おわびの言葉があったわけでございます。 

      今後については、きちんと血税を使うわけでございますから、そうしたなる

べく経費節減をして、より利用しやすい、また働く方の環境も踏まえた、本当

にいい病院にしていってほしいなというのが私の考えでございます。 

      スケジュールが出ました。そこで、新入院棟が予定どおりいけば、平成２９

年１０月オープンを目指して、これから設計、発注、また工事という工程に入

るわけでございますが、私はここであえてお伺いいたしますけれども、今ある

入院棟、こちらのほうに外来と入院が一体化になれば、当然今いる入院棟も自
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然的に空き家にしておいていいのかというふうになりませんよね。私は、決し

てならないと思います。そのためにも、最低でも、新入院棟がオープンするま

でに、きちんとあの病院をどのようにするのか、議会と執行部が真剣になって、

これは考えなくちゃならない問題だというふうに思いますので、今現在、どの

ように、今使用している入院棟を活用していきたいのかお示しをしていただき

たいというふうに思います。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  お答えいたします。 

      跡地の問題の質問がございましたが、これは以前からも非常に悩ましい問題

であるということで検討してまいりました。これについては、以前議会で答弁

したとは思うんですが、やはり病院統合と、跡地の利用についてをセットで考

えていくと、病院統合が先送りになってしまうという中で、まず跡地について

は、よく検討して、統合についてまず進めていくという事で今現在に至ってお

ります。跡地の問題ですが、土地も含めて、組合事業の持ち物になっておりま

す。もちろん藤岡市、高崎市、神流町、上野村の構成団体で協議をしておるん

ですが、これといった妙案はまだ残念ながら出ておりません。 

      所在地である、また負担率が９０％である藤岡市とも協議を重ねておるんで

すが、ただし、いつまでにということは、なかなかこの場では申し上げにくい

部分がありますけれども、十分これも検討して、また住民の皆様方にも意見を

いただきながら進めてまいりたいというふうに思っております。 

議長（隅田川徳一君）  管理者。 

管理者（新井利明君）  今、経営管理部長のほうからも答えておりますが、やはり私の

立場としますと、管理者の立場と市長の立場、両方ございます。そして、あの

土地につきましては、藤岡市が貸しているものもあると聞いております。また、

今日、宮前副管理者もおいででございますが、そういった圏域、それぞれの皆

さんの立場もございます。 

      藤岡市の中にありますけれども、藤岡市のものではありませんし、この広域

事業の中で、多野藤岡医療事務組合として検討していかなきゃいけない。それ

と同時に、やはり藤岡の中にある土地ですから、藤岡市長としては、しっかり

と責任を持って、議会の皆さんや、そしてまた、市民の皆さんの意見も聞かな

ければいけないというふうに考えておりますので、今後、どういった方法、も

しくは何にするかというものについてしっかり検討していきたいなというふう

に思っております。 

議長（隅田川徳一君）  冬木一俊君。 

議員（冬木一俊君）  経営管理部長のほうは、非常に悩ましい問題だということで、構

成市町村とも協議しているという話なんですけれども、何回ぐらいこのことに
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ついて構成市町村と協議をされたのかお伺いしたいのと、私は、いつまでに結

論という話をしているんじゃなくて、最低でも新入院棟ができるときまでには

結論が出ていなければおかしいでしょうと、そういう話をしているわけなので、

妙案がないということなんですけれども、どのような内容のものをどのぐらい

協議されているのかお伺いをいたします。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  お答えいたします。 

      何回かといいますと、ちょっと申しわけありません。今、資料がございませ

んが、少なくとも多野藤岡医療事務市町村組合の構成市町村担当課長会議とい

うものがあります。そこのところでも複数回、この問題については投げかけて

おります。ただ、具体的な意見というものは、やはり出ておりません。 

      なお、こちらのほうは、例えば福祉施設とか、そういったものはどうだとい

うような考えもあるんですが、なかなか病院だけで、決められるものではあり

ません。 

      内容については、先ほど申し上げましたように、複数回でございますし、具

体的にどういうふうにしていこうかという活発な意見というものは、出なかっ

たというふうに記憶しております。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  冬木一俊君。 

議員（冬木一俊君）  ３回目なので、最後の質問ということなんですけれども、もうこ

れできちんと補正予算、私は成立すると思いますよ。 

      今日を境に、そのことも今まで以上に先延ばしじゃなくて、真剣に構成市町

村と病院側で私は議論していただきたいというふうに思いますよ。 

      そして、恥ずかしい話ですけれども、例えば民間譲渡、売却ということに仮

になったとして、譲渡先が見つからない場合については、大幅に値下げをして

処分しなければならない。そういう事態もあるかもしれませんよ。そういうこ

とを踏まえて、先手、先手できちんと議会に説明することは説明していただき

ながら、本当にあの土地についても、市街化区域ということもございます。真

剣に考えてやっていきたいというふうに思いますが、その上に真剣にこれから

議論も、入院棟の跡地についても議論していただきたいというふうに思います

が、管理者、どうですか。 

議長（隅田川徳一君）  管理者。 

管理者（新井利明君）  今までも何回か部長が答えましたけれども、協議はしておりま

す。そして、市の考え方というものも当然まとめていかなきゃいけない。それ

が広域の中の各首長さんたちにご理解いただけるようなもの、また、先ほど申

し上げましたように、藤岡市の中にあって藤岡市の土地ではありませんので、



－17－ 

その辺の今後のあの土地の活用の仕方について、各首長さんたちのご理解も得

られるような、そういうものを検討していきたいというふうに思っております。 

議長（隅田川徳一君）  他にご質疑ありませんか。大久保協城君。 

議員（大久保協城君）  説明会のときは欠席しておりましたので、そのときの説明の内

容、流れというのは、ちょっと把握していないものですから、もしそこら辺の

ところでもう既に説明が終わっているというふうなところであれば、それは割

愛して結構なんですけれども、今、各議員から質問が寄せられております。 

      まず、確認なんですけれども、入札は一般競争入札で行うということの答弁

をいただいているかと思うんですけれども、これで間違いないのかどうなのか。 

      過去にデザインビルド方式で指名をした際に、その資格でないものも中には

入っていたようなことがうかがえるというふうな質問の内容もございました。

そういったところも含めて、この一般競争入札が今度、札が入って落札になる

際の評価基準というものはどのようにして行われるのか。その評価基準の詳細

についてご説明をまずいただきたいと思います。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  お答えいたします。 

      まず、一般競争入札で行うかどうかということでありますが、管理者のほう

も発言したとおり、一般競争入札でいくことで考えております。 

      それから、その評価基準といいますか、一般競争入札ということになります

と、もちろん病院としての仕様については、病院に合致したものはつくった中

で、基本的には金額で最終的には決めると、その仕様書に合った中での金額の

最低の業者と契約していくという形になります。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  大久保協城君。 

議員（大久保協城君）  デザインビルドの方式を一たんはとったものの、これが成立さ

れなかった。当然そのデザインビルドの方式をとった際に、それぞれ事務方の

人たちは、一番最初の説明の中で、これのメリットについて、こういうふうな

形で説明をいただきました。内容にしてみると、特殊工法、あるいは特許工法

が使えることの利点があるというふうな説明であったように記憶をしておりま

す。 

      当然こういった工法が使える、またはそういった工法の中で、どういった工

法がこの病院に合った工法なのか、そこら辺のところを選定している際に、当

然事務方もここら辺について研究を重ね、この工法、デザインビルドの入札に

至っているんだと思うんですね。 

      一般競争入札ということで、価格だけが評価されるということなんですけれ

ども、設計の段階で、これまで皆さんが研究されてきた、デザインビルドとい
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う入札方式をとったがゆえの研究をされてきた、その段階で、こういった設計、

基本設計にかかわるところで、どれだけ皆さんの評価というか研究の内容が組

み込まれるであるのかどうなのか、そこら辺について準備がありましたらお聞

かせをいただきたいと思います。 

      それと、入院病棟の話が先ほど来から出ておりますけれども、以前に私は

２０２５年問題を取り上げて、この問題に対して、どう広域で取り組んでいる

んですかというふうな質問をしたように覚えております。院長さんからご答弁

をいただきましたけれども、広域として管理者の市長さんについては、ここら

辺のところを踏まえ、交通の要所だというふうな好位置にあるこの地域が、

２０２５年問題に対して、この地域のある意味、活性化であったり、高齢者社

会に対しての対応をしているのか、そこら辺のところのお考えがありましたら

お聞かせいただきたいと思います。 

議長（隅田川徳一君）  企画財政課長。 

企画財政課長（高柳和浩君）  デザインビルドの際のメリットとして、特許工法という

お話がありまして、今後の実施設計を進めていく中で、じゃ、どんなふうにし

て価格の低減といいますか、費用の削減というものを図っていくかというとこ

ろですけれども、基本設計等をやっている中で、設計事務所と話している中で

こんな話がありました。今の基本設計自体は、すべて鉄筋コンクリート造とい

うことで考えております。その中で、すべて鉄筋コンクリートでやるのではな

くて、例えば一部鉄骨材を入れて、ハイブリッド構造というようなやり方もあ

りますという話もありました。 

      そういったものをこれからさらに設計事務所のほうと詰めまして、取り入れ

られるものは取り入れて、費用の削減を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  管理者。 

管理者（新井利明君）  最近特に言われております地方創生という言葉もありますが、

確かにあの土地、藤岡の中では大変大事な土地になると思います。そういう意

味では、先ほど申し上げましたように、議会の皆さんや市民の皆さんにいろい

ろな意見を聞きながらやっていくというのは、本当にあの土地を藤岡市として

使うというのは、大きな財源を投資しなければならない。そういう中で、何が

一番適しているんだろうか、そのことを踏まえて、これから首長さんたちにも

ご理解いただくべく議論していかなきゃいけないというふうに思っております。 

      藤岡市だけの権利のある土地ではありませんので、その辺をしっかりと協議

をしていきたいなというふうに思っております。 

議長（隅田川徳一君）  大久保協城君。 
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議員（大久保協城君）  先ほどからの質問の中にも、この病院が新しく入院病棟が移っ

てきて、新しい形で運営されていくというのは、地域の方々が望んでいるんだ

というふうな話は質問の中にもありました。私も全く同感でありまして、同意

見であります。 

      皆さん、現場の人達も、それを望んでいるはずなんですね。この入院病棟が

こっちに来るに当たって現場の意見をきちっと反映させられるような、そうい

った設計にしていただけたらなと思います。実際に病院の中で使い勝手のいい

ところ、悪いところ、どういったところが今問題になっているんだというのは、

やはり現場でなければわからない話がありますので、そういったところをきち

っと現場からの意見を吸い上げて、この諸課題に向かっていただきたいと思い

ます。 

      跡地の話になりますけれども、あの建物はどういった形で利用されているか

というのは、地域の経済にも大きく関係がしてくることなんだろうと思います。

ぜひそういったことを踏まえて取り組んでいただきたいと思います。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  他にご質疑ございませんか。野口靖君。 

議員（野口 靖君）  今質問の中で、この実施設計をやっている中で、今回の管理者は、

監督職員が出ると思いますけれども、このプロジェクトチームの構成員という

のは、今どのようなメンバーが想定されながら実施設計は進んでいくのか、お

聞きします。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  お答えいたします。 

      今のプロジェクト、統合計画についてでございますけれども、兼務ではある

んですが、建設準備室を設置しています。この構成メンバーについては、企画

財政課長、それから主査と、企画財政課員１名の３名でおります。そのうち１

名については、藤岡市から再任用制度でこちらに来ております、１級建築士を

持っている職員がおりまして、その３名で進めております。 

      それと、病院内に建設準備委員会、それから建設委員会、そしてそれらのワ

ーキングというものが枝分かれで、ワーキングが大体１０ワーキングぐらいあ

りまして、それぞれに担当の部署で検討を重ねたものを上にあげて承認してい

くというような形で現在進んでおります。 

      基本設計のときにも同様で、これからも同様の形でやっていきたいというふ

うに考えております。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  野口靖君。 

議員（野口 靖君）  今まではデザインビルドで、ある程度提案型の中の工法で、ある
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程度構造計算、すべての面においては、企画、アイデアの中ですぐれている工

法を提案してくる。今回は実施設計、実際的に今度は監督職員がどこまで自分

の判断で、その設計に対して決断するかとう監督。今のメンバーを見た限りで

すと、ちょっと知識がどうなのかなと。構造、免震、かなり必要だと思います

ので、やはり熟知した人たちがしっかりとした管理の中で進めていく必要性が

あるのではないかなというふうに考えていますけれども、このご検討はされて

いるのか、ちょっとお聞きします。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  当然病院職員ではなかなか知識不足の部分がありまして、

先ほど申し上げましたように、１級建築士の方にもいろいろ聞きながらやって

いきたいと思っております。 

      また、技術供与という形で、藤岡市の建築課とか、全体的な部分がございま

すけれども、そちらのほうにも技術供与という形で意見をいいだいたり、アド

バイスをいただいたりしてやっていきたいというふうに思っています。 

      それから、前回の議会で、承認をいただいておったと思うんですけれども、

全体的な運営等のコンサルタントも委託をしております。そちらもあわせまし

て、設計会社の主導ではなくて、病院の考え方を生かした病院をつくってまい

りたいと考えています。 

議長（隅田川徳一君）  野口靖君。 

議員（野口 靖君）  最終的な判断というのは、やはり監督職員であります。設計実施

者じゃありません。ですから、ここにいらっしゃる皆さんが、この設計に対し

て了解されれば、そのまま反映されて工程が進んでいきますので、これを覆し

ていくというのは、やはり監督者のしっかりとした知識と認識を持っていると

いうことなので、しっかりとしたサポートをしてくれる人をぜひ選考し、勉強

しながら進めていくといいかなというふうに提案して、終わります。 

議長（隅田川徳一君）  他にご質疑はございませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第８号、平成２６年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計補正予算（第２号）について、本案は原案のとおり決す
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ることに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第６ 議案第９号 

議長（隅田川徳一君）  日程第６、議案第９号、平成２５年度多野藤岡医療事務市町村

組合立病院事業会計決算認定についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第９号、平成２５年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院

事業会計決算認定について、提案理由の説明を申し上げます。 

      平成２５年度は、前年度に引き続き黒字となり、合計で５億２，７５１万円

の純利益を計上し、公立藤岡総合病院、附属外来センターの繰越欠損金、訪問

看護の繰越利益剰余金の合計で１３億２，５８３万円の未処理欠損金を平成

２６年度に繰り越しました。 

      今後、消費税の増税など厳しい状況が続くと思われますが、入院棟の移転に

向け、さらなる病院の経営基盤の強化を図り、地域住民に信頼される病院とな

るよう進めてまいりますので、関係各位のご理解、ご協力を心からお願い申し

上げます。 

      また、本決算につきましては、去る８月２１日、小手澤、高桑両監査委員の

審査をいただいております。その結果につきましては、議員各位のお手元に配

付いたしました意見書をいただいたわけでございます。 

      大変ご苦労いただきましたことに感謝申し上げ、改めて御礼申し上げます。 

      なお、詳細につきましては、経営管理部長より説明いたしますので、よろし

くお願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  経営管理部長。 

経営管理部長（黒澤美尚君）  それでは、詳細につきまして公立藤岡総合病院事業から

ご説明申し上げます。 

      まず、患者状況でございますが、入院患者数では、年間１１万８，２６８人、

１日平均３２４人でございました。 

      外来患者数につきましては、年間３万５，８２７人、診療日数３６５日での

１日平均は９８人でございました。 

      次に、収益的収入及び支出でございます。税抜き収入決算額は７８億１９３

万９，９９６円でございました。 

      その主なものは、医業収益で７５億４，４８１万１，０５４円、このうち、

入院収益では６７億４９３万３，６９３円、外来収益では６億３，４１０万
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１，５５８円でございました。 

      その他医業収益では２億５７７万５，８０３円、このうち救急他会計負担金

は８，３０８万７，０００円でございました。 

      医業外収益は２億５，７１２万８，９４２円、その主なものは、企業債利子な

どの他会計負担金として１億６，２４８万８，０００円、国県補助金５，０４８

万１，９８５円でございました。 

      次に、支出の税抜き決算額については７５億５，１４２万１，３６０円、こ

のうち医業費用では７３億１，２９９万５，６２５円でございました。 

      主な内訳といたしましては、給与費で３９億５，２７８万１，３９６円、材料

費では１８億９，４３５万９，３８８円、経費で１０億３，９９１万３，９４７

円、減価償却費では３億９，８９０万７，４８５円でございます。 

      医業外費用では２億３，３４３万５３８円、その主なものは、企業債の支払

利息で５，７５４万９，１５１円、消費税の費用化による雑支出について１億

５，５４５万５，３８７円でございました。 

      特別損失の過年度損益修正損で４９９万５，１９７円を計上したものでござ

います。 

      したがいまして、医業収支比率では１０３．２％、総収支比率では１０３．３％

で、２億５，０５１万８，６３６円の純利益を計上いたしました。 

      続きまして、附属外来センター事業の詳細についてご説明申し上げます。 

      まず、患者数でございますが、外来患者数については年間１９万３，２５８

人、診療日数は２４４日で、１日平均７９２人でございました。 

      次に、収益的収入及び支出でございます。税抜き収入決算額２４億７，８１６

万３，４１５円、その主なものは、医業収益で２３億８，６００万４，２６６

円、このうち外来収益は２１億３，５２２万７，６６４円で、医業収益の８９．５％

を占めております。その他医業収益は２億５，０７７万６，６０２円、主なも

のは、公衆衛生活動、医療相談等の健診関係でございます。 

      医業外収益では９，２１５万９，１４９円、その主なものは、企業債利子の

他会計負担金としいたしまして６，２０５万３，０００円でございました。 

      次に、支出の税抜き決算額２２億３，３３４万３，４６９円、このうち医業

費用で２０億７，７０１万９，２６７円、その主な内訳といたしましては、給

与費で７億１，７３９万４，７２３円、材料費で４億９，５９７万２，１７６

円、経費で６億３，６５０万２，１００円、減価償却費で２億２，１７４万

３６５円でございました。 

      医業外費用では１億５，５８２万９，０６９円で、内訳といたしましては、

企業債支払利息が９，６５５万５，３３５円、消費税の費用化による雑支出が

５，９２７万３，７３４円でございました。 
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      医業収支比率は１１４．９％、総収支比率は１１１．０％で、２億４，４８１

万９，９４６円の純利益を計上いたしております。 

      続きまして、訪問看護事業の詳細についてご説明申し上げます。 

      利用状況ですが、年間８，９２７人、訪問日数２４４日で、１日平均３７人

でございました。 

      収益的収入及び支出では、税抜き収入決算額８，０８４万３，１９４円、そ

の主なものは、療養収益、利用料等の事業収益で８，０３５万２，６２８円で

す。事業外収益といたしましては、受取利息等で４９万５６６円でございました。 

      次に、支出の税抜き決算額４，８６６万４，５９５円、このうち事業費用が

４，８３７万７，０７１円でございました。 

      その主な内訳といたしましては、給与費で４，２１９万７，６０４円、経費

で６０１万９，９３７円、減価償却費で３万１，３７０円でございました。事

業外費用といたしましては２８万７，５２４円で、消費税の費用化によるもの

でございます。 

      この結果、訪問看護事業は純利益３，２１７万８，５９９円を計上しており

ます。 

      以上、３事業合計で５億２，７５１万７，１８１円の純利益を計上いたして

おります。公立藤岡総合病院事業及び附属外来センター事業の繰越欠損金が

１５億３，３５５万４，１２２円、訪問看護事業の繰越利益剰余金が２億７７１

万９，４３７円、差し引き１３億２，５８３万４，６８５円を欠損金として平

成２６年度へ繰り越すものでございます。 

      続きまして、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。 

      税込み収入決算額、第１款公立藤岡総合病院資本的収入では３億４，０９０

万２，０００円、内訳といたしましては、第１項の企業債元金の償還に対する

他会計負担金で３億１，３９０万円、第２項補助金で２，７００万２，０００

円、第２款附属外来センター資本的収入では、償還元金に対する他会計負担金

で１億３，５５１万２，０００円でございました。 

      これに対しまして資本的支出の税込み決算額、第１款公立藤岡総合病院資本

的支出が６億８，３２９万８，４５３円でございます。内訳といたしまして、

第１項建設改良費で、器械器具購入費の１億３，８３３万７８０円、第２項企

業債償還金で５億４，４９６万７，６７３円でございました。第２款附属外来

センター資本的支出では３億９７１万２，４１７円で、内訳といたしまして、

第１項建設改良費、器械器具購入費の９，９０３万８，１００円、第２項企業

債償還金２億１，０６７万４，３１７円でございました。 

      資本的収入が資本的支出に対して不足する額５億１，６５９万６，８７０円

は、過年度分損益勘定留保資金５億１，６１３万１，１０３円、当年度分消費
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税資本的収支調整額４６万５，７６７円を充てて収支の均衡を図っております。 

      以上、簡単ではございますが、詳細説明とさせていただきます。慎重ご審議

いただきましてご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  決算審査の報告を監査委員にお願いいたします。 

監査委員（小手澤 治君）  平成２５年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計

決算について、審査の概要と結果について、監査委員を代表して報告申し上げ

ます。 

      去る８月２１日、地方公営企業法第３０条の第２項の規定に基づき、管理者

より審査に付された平成２５年度決算報告書並びに事業報告書を中心に証書類

を照合し、審査を行ったものであります。 

      審査の結果は、収支の計数は正確であると認められました。 

      内容につきましては、決算審査意見書のとおりでございます。 

      患者利用状況及び決算額につきましては、提案理由説明の数字と同様であり

ますので、省略させていただきます。 

      平成２５年度病院事業決算において、公立藤岡総合病院、附属外来センター、

訪問看護の３事業ともに純利益が出ており、病院事業全体での純利益を計上し

ております。 

      経営努力により改善されてきてはおりますが、依然として厳しい状況であり

ます。 

      今後の病院事業には、地域住民に信頼される病院となるよう、さらなる経営

改善を図り経営の安定化を期待するものです。 

      以上、まことに簡単ではございますが、決算審査の概要についての報告とさ

せていただきます。 

      よろしくお願いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  決算審査の報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。佐藤淳君。 

議員（佐藤 淳君）  ２５年度の決算なんですけれども、個々の数字について私は何か

言うつもりはありません。とにかく先生を初め看護師の皆さん、それから検査

技師の皆さんから始まって事務方まで、本当に頑張っていただいて大変ありが

とうございました。 

      ここに分離したときには、単年度で３条予算のところで１４億７，０００万

円ぐらい赤字、翌年７億幾らぐらい出しているんですよ。そのころからずっと

私見ていますから、何か今の状況は、まさに夢みたいなんですね。それは診療

報酬の改定だとか、いろいろなフォローの風があったにしても、いろいろなと

ころで皆さんが知恵を出してくれて、努力してくれた結果だというふうに私は

思っています。 
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      ついつい赤字か黒字かという議論に陥りがちなんですけれども、公立病院の

使命は、ただ単に利益の追求ばかりじゃないんだと思うんですね。当然のこと

ながら、なかなか民間の病院がやっていただけない不採算の部分、これはどう

しても世の中に必要だから、税金を投入してでもやりましょうということでや

っていますから、そういう意味で、率直に申し上げて、赤字より黒字のほうが

いいんでしょうけれども、そういう部分もありますので、先生、あれですかね、

いろいろな意味で、院長先生、先生を代表して、これからこの病院、経営の部

分もそうなんでしょうけれども、それ以外のところでも、何を大事にこの病院

の経営をしていくのか、その辺何か思いがあればお示しをいただきたいし、そ

れから看護部長さんにもお聞きしたいんですけれども、いずれにしても、本当

に圧倒的に数が多いわけですよね、ここの職員の中では。その部分でも、どう

いう考え方で患者さんに接したり、いろいろなことをすれば、患者さんに信頼

されたり、いろいろな部分でいろいろな思いがあると思うんですけれども、今

後、今年度の後半、あるいは来年度に向けて何を大事にこの病院の経営をして

いくのか、その辺お聞かせいただければありがたいんですけれども、その１点

で質問はやめます。 

議長（隅田川徳一君）  病院長。 

病院長（石崎政利君）  それでは、お答えいたします。 

      私が病院長になって、ことし４月に病院長に就任しましたが、病院の理念と

基本方針を実践すること、これが一番だと思っております。我々は患者本位の

医療という病院の理念を持って診察にあたっております。また我々はやはり地

域の皆さんに質の高い医療を提供して、この地域の健康を維持すること、そし

て地域づくりに対しても、病院の職員として参加していくという使命がありま

す。 

      私は、これらの実現については、やはり診療の質をよくしていくということ

がまず第一で、安心と安全の医療を提供していくことが必要だと思います。

我々のこの地域での役割は急性期病院として救急と高度専門医療を提供するこ

とが求められています。これはこの地域のアンケートの結果からも、そういう

結果が出ております。やはり救急を充実してほしいということと、高度な専門

医療を提供してもらいたいということが、２年前のアンケートに出ております

ので、我々は、やはりそういうところを提供していくのがこの病院の役目だと

思っております。 

      その為には、優秀な医師を初め職員を集めていくことが必要です。優秀な医

師を集めるには、それなりの仕事ができる病院でなければいけないということ

で、やはり高度な医療機器を準備していくとか、そういうところをやはり今後

目指していきたいと思います。医師初め医療者が集まって、患者さんが集まる。
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その延長でこの地域の住民環境をよくするとか、人口が増えていくとか、社会

にも我々の活動がつながっていけばいいんじゃないかと思って、今、病院の経

営に当たっております。 

議長（隅田川徳一君）  看護部長。 

看護部長（五十嵐克子君）  お答えいたします。 

      ただいま病院長よりお話がありましたように、病院の理念、患者本位の医療

のもと、私たち看護職員、特に２４時間、患者さんのそばで寄り添っておりま

すので、看護部の理念は、患者さんに寄り添った看護、思いやりある看護の提

供ということで掲げて実践しております。 

      本当に忙しく、慌ただしい雑然とした中で、まず患者さんにお願いされたこ

とも少し待たせてしまうだとか、説明不足であったりということもあります。

しかし、そこの中で、やはり私たちも看護師の使命ですね、忘れてはいけない

のは、患者さんを思い、患者さんが何を求めているのかということを、治療も

もちろんそうですけれども、それも私たちの看護師としての役割ですから、そ

こにやはりしっかりと医療職業人としての倫理的な問題も含めて感性を高める

教育もしていかなくてはいけないのかなと思っています。先ほど２５年問題の

質問もありましたけれども、私たちの想像もつかない高齢化社会に向かってい

くわけですが、この地域を支えていく中核病院としてしっかりとその使命を果

たせるように、職員を人間的な教育はもちろんしていきたいと思っていますが、

看護師の確保をしっかりと行い、夜間帯も充実した体制で行っていきたいと思

っていますが、このためには私たち看護師だけでは無理ですので、多職種協働

と言われていますけれども、本当にそれぞれの専門職、事務職員を含めて、そ

れぞれの職種が何がこの患者さんにとってできるのかということを、急性期病

院だから、先生は治療だけして、私たちが看護をしてというのではなくて、み

んなで一体となって取り組んでいかなくては、高齢化の中では立ち向かってい

けない。それと、私たちの病院だけでは完結できませんので、地域と連携をさ

らに強化し、また、訪問看護ステーションのところも人員配置をしながらしっ

かりと２４時間体制で手厚く在宅でも過ごせる、安心して、この地域で生活で

きる環境づくりを看護師が中心となってやっていかなくてはいけないと思って

おります。その実現に向けて、皆さんのご意見をいただきながら、しっかりと

一つ一つ、藤岡総合病院に行くと、こういう看護をしてもらえるよ、このよう

に温かく診てもらえるよ。安心して入院できる環境、預けられる環境を老健、

外来センターも含めて、しっかりと取り組んでいきたいと思っておりますので、

ぜひ今後もいろいろご意見を伺わせていただきながら、改善する努力を職員一

丸となって取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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議長（隅田川徳一君）  他にご質疑ありませんか。大久保協城君。 

議員（大久保協城君）  １点だけお伺いいたします。 

      各会計、３つほどの会計があるんですけれども、その中で委託料についてで

すが、総合病院事業では５億８，０００万円、外来病棟では３億７，０００万

円を超えてそれぞれ委託料がございます。 

      特別な医療機器のようなものに関して、この業種でなければだめだというふ

うなものはさておいてですけれども、こういった委託料にかかわる業者の選定、

あるいは業務の内容等々は、ふだんからどのように精査されているかお伺いい

たします。 

議長（隅田川徳一君）  用度課長。 

用度課長（三浦真二君）  お答えいたします。 

      医療器械の委託に関して、メンテナンス等は、選定の理由としましては、メ

ーカーの一次店といいますか、薬事法の規定により許可されたところに選定し

ております。 

      昨年度業務委託では入院棟では清掃や給食、そういった部分があるんですけ

れども、その辺に関しましても調査を行い、入札等ですべてやっております。 

議長（隅田川徳一君）  大久保協城君。 

議員（大久保協城君）  医療器械等々について、特殊なものについては、それは今答弁

いただいたとおりなんだろうと思います。 

      そのほか細かいことになってしまいますけれども、先ほど看護部長さんのほ

うからご答弁もありました。患者本位の医療の提供というふうなことに、患者

さんを大切にしていきたいというふうな、医療の提供をしていきたいというふ

うな答弁がありました。 

      この中にかかわることの作業にあっては、患者さんが病院生活を送る上で必

要なことは結構あるんだろうと感じています。ぜひ職員の皆様も、ここに任せ

ているからいいんだ、大丈夫だろうというふうな、そういった憶測的な判断で

なくて、ぜひ現場でもって今現在どうなっているんだろうというふうなことを

自分の目で確認し、確かめながら、こういったことに管理の体制を充実させて

いっていただけたらなというふうに感じているんですけれども、現場でもって、

ここら辺のところで、最近ですけれども、アンケート調査をしているんだとい

うふうな院長さんからの話もありました。患者さんから苦情等々があるんでし

ようか、ないんでしょうか。そういったところも含めてですけれども、もし何

がご答弁がいただけるようでしたらお願いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  医事情報課長。 

医事情報課長（松田裕一君）  先ほどの患者等の意見ということで、それぞれの病院の

受付からご意見箱という患者さんのクレーム等について、いつでも入れていた
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だけるように設置しております。 

      それから、現場の丸投げということではなく、受付のすべての仕様書、それ

からマニュアル等をつくってありますので、それを確認しながら対応するよう

に現場に指導しております。 

      以上です。 

議長（隅田川徳一君）  他にご質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第９号、平成２５年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計決算認定について、本案は原案のとおり決することに賛

成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決

されました。 

     ───────────────────────────────────── 

第７ 議案第１０号 

議長（隅田川徳一君）  日程第７、議案第１０号、平成２５年度多野藤岡医療事務市町

村組合立介護老人保健施設事業会計決算認定についてを議題といたします。 

      提案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君）  議案第１０号、平成２５年度多野藤岡医療事務市町村組合立介

護老人保健施設事業会計決算認定について、提案理由の説明を申し上げます。 

      平成２５年度は１，５７６万円の純損失を生じ、２億２，１８３万円の未処

理欠損金を平成２６年度に繰り越しました。 

      しらさぎの里は、平成９年開設以来１７年が経過いたしました。この間、藤

岡地域の大事な介護老人保健施設として運営してまいりましたが、ここ数年の

介護報酬のマイナス改定等により、厳しい経営状況が続いております。今後は、

しらさぎの里が安定的にその役割を果たしていくための方策について、さまざ

まな角度から検討してまいりたいと考えております。 

      なお、本決算につきましては、去る８月２１日、小手澤、高桑両監査委員の

審査をいただいております。 
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      その結果につきましては、議員各位のお手元に配付いたしました意見書をい

ただいたわけでございます。 

      大変ご苦労をいただきましたことに感謝申し上げ、改めて御礼申し上げます。 

      なお、詳細につきましては、管理課長より説明させますので、よろしくお願

い申し上げます。 

議長（隅田川徳一君）  しらさぎ管理課長。 

しらさぎ管理課長（五十嵐良宣君）  続きまして、詳細の説明をいたします。 

      まず、利用者の状況ですが、介護老人保健施設事業において入所者数２万

６，９１５人で１日平均７３．７人、うち短期入所者数は１０５人で１日平均

０．３人、通所利用者数は延べ１万９６５人で、１日平均、平日で４０．１人、

土曜１４．０人でありました。 

      利用者の平均介護度につきましては、入所者、年平均３．１、短期入所者

２．６、通所者２．４でありました。 

      第３条収益的収入及び支出につきましては、第１款施設運営事業収益の決算

額は４億８，３０７万２，８１３円となり、前年度比で１，４５１万１，１９３

円の増収で、前年比率１０３．１％となりました。 

      次に、費用に移りまして、第１款施設運営事業費用においては４億９，８８３

万５，５６７円で、前年対比７２７万６，３７７円の費用増で、前年比で

は１０１．５％となりました。 

      その結果、１，５７６万２，７５４円の当年度純損失を生じました。 

      なお、細部につきましては、科目別明細で示しております。よろしくお

願いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  決算審査の報告を監査委員にお願いいたします。 

監査委員（小手澤 治君）  平成２５年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健

施設事業会計決算に係る審査の概要と結果について、監査委員を代表して報告

申し上げます。 

      去る８月２１日、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、管理者よ

り審査に付された、平成２５年度決算報告書並びに事業報告書を中心に、証書

類を照合し、審査を行ったものであります。 

      審査の結果、収支の計数は正確であると認められました。 

      内容につきましては、お手元の決算審査意見書のとおりでございます。 

      また、利用状況及び決算額につきましては、提案理由説明の数値と同様であ

りますので、省略させていただきます。 

      介護老人保健施設しらさぎの里は、開設以来、地域の中核的な介護保険施設

として期待され、多くの人に利用されています。 

      高齢化社会が進む中、介護保険制度も創立から介護サービスの多様化、サー
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ビスの質の向上など、介護老人保健施設を取り巻く環境は、非常に厳しい時代

を迎えております。 

      このような環境下で、しらさぎの里の運営面は、引き続き相当厳しいものと

予想されます。 

      今後もさまざまな改善策に取り組んでいただきたいと思います。 

      以上、まことに簡単ではございますが、決算審査の概要についての報告とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（隅田川徳一君）  決算審査の報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。ご質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

      これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

      これより採決いたします。議案第１０号、平成２５年度多野藤岡医療事務市

町村組合立介護老人保健施設事業会計決算認定について、本案は原案のとおり

決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（隅田川徳一君）  起立全員であります。よって、議案第１０号は原案のとおり可

決されました。 

     ───────────────────────────────────── 

字句の整理の件 

議長（隅田川徳一君）  お諮りいたします。会議規則第３８条の規定に基づき、本会議

の議決の結果、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきまして

は、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（隅田川徳一君）  ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の

整理は議長に委任することに決しました。 

     ───────────────────────────────────── 

管理者あいさつ 

議長（隅田川徳一君）  この際、管理者より発言を求められていますので、これを許し

ます。管理者。 

管理者（新井利明君）  平成２６年第３回組合議会定例会閉会に当たり、一言御礼のご
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挨拶を申し上げます。 

      議員各位におかれましては、長時間にわたり慎重審議の上、ご決定いただき

まして、心より感謝申し上げます。 

      今後も病院の健全経営、また地域連携の充実を図りつつ、地域から信頼され

る病院づくりに、より一層の努力をしてまいりますので、ご支援を賜りたいと

存じます。 

      最後になりますが、議員各位におかれましては、これから年末年始を迎え、

お忙しいことと存じますが、お体をご自愛いただき、ますますご活躍いただき

ますようご祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。本日はまことに

ありがとうございました。 

     ───────────────────────────────────── 

閉会 

議長（隅田川徳一君）  以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議は全部

終了いたしました。 

      これにて、平成２６年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を閉会

いたします。長時間ご苦労さまでした。 

午後３時２０分閉会 
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